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当事業所は、ご契約者様に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたい事を次の通り説明します。

　☆ 居宅介護支援とは

ご契約者様が居宅での介護サービスやその他の保険医療サービス、福祉サービスを適切に利用する事が出来るよう、次のサービスを実施します。
· ご契約者様の心身の状況やご契約者様とそのご家族様等の希望をお伺いして、「居宅サービス計画（ケアプラン）」を作成します。
· ご契約者様の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者様及びそのご家族様等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
· 必要に応じて、事業者とご契約者様双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。

※当サービスの利用は、原則として要支援・要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。
要介護認定を受けていない方でもサービスの利用は可能です。
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１事業者
	（１）　事業者名
	医療法人社団　明雄会

	（２）　事業者所在地
	埼玉県所沢市下富1270-9

	（３）　電話番号
	04-2943-3611

	（４）　代表者氏名
	理事長　髙野　覚

	（５）　設立年月日
	平成４年４月９日




２　事業所の概要
	（１）事業所の種類　
	指定居宅介護支援事業所

	（２）事業の目的
	事業所の介護支援専門員が、要介護状態のある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供する事を目的とする。

	（３）事業所の名称
	エスポワール岩槻　居宅介護支援事業所

	（４）事業所番号
	　1176514832号

	（５）事業所の所在地
	埼玉県さいたま市岩槻区大字表慈恩寺５４１－１

	（６）電話番号･FAX番号　
	Tel 048-793-3613　　　　Fax 048-793-3611

	（７）管理者氏名
	鈴木　邦子

	（８）当事業所の運営方針
	１．当事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。
２．事業の実施にあったては、利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者様の立場にたって提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の業者に偏することがないよう、公平かつ中立に実施する。
３．事業の実施にあったては、関係市町村、老人福祉法に規定する老人在宅介護支援センター、他の指定介護支援事業者　介護保険施設等との連携に努めるものとする。

	（９）開設年月日
	　平成２８年４月１日




３　事業実施地域及び営業時間
（１）通常の事業の実施地域　　さいたま市岩槻区、春日部市、蓮田市
（２）営業日及び営業時間
	営業日
	　月～金曜日
（12月30日～1月3日を除く）

	受付時間
	午前8時30分～午後5時30分

	サービス提供時間帯
	午前8時30分～午後5時30分




４　職員の体制
　当事業所では、ご契約者様に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。
　＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
	従業員の職種・員数（人）
	介護支援専門員

	
	専　従
	兼　務

	　　管理者
	　　　０
	　　　１

	常勤(人)
	　　　０
	　　　１

	　　非常勤(人)　　　　　
	　　　０
	　　　０




５　当事業所が提供するサービスと利用料金
　当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。

（1） サービスの内容
≪居宅サービス計画の作成≫
ご契約者様のご家庭を訪問して、ご契約者様の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス（以下「指定居宅サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。

≪居宅サービス計画作成の流れ≫　　　　　　
1 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
2 居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正にご契約者様又はそのご家族様等に対して説明し、サービスの選択を求めます。
3 介護支援専門員は、ご契約者様及びそのご家族様の置かれた状況を考慮して、ご契約者様に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成致します。
4 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等についてご契約者様及びそのご家族様等に対して説明し、ご契約者様の同意を得た上で決定するものとします。





≪居宅サービス計画作成後の便宜の供与≫　　　　　
· 指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
· 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
· 毎月ご自宅を訪問し、ご契約者様及びその家族と面談をして経過の把握に努めます。
· ご契約者様の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。

≪居宅サービス計画の変更≫
　　ご契約者及びその家族の状態について定期的に再評価（モニタリング）を行い居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約様者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。

　≪介護保険施設への紹介≫
　　ご契約者様が居宅において日常生活を営む事が困難になったと認められる場合又は介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。

（２）サービス利用料金
　　居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて介護
保険制度からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、ご契約者様の自己負担はありません。
　　但し、ご契約者様の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険制度からサービス利用料金に相当する給付を受領する事が出来ない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。

	要介護度
	要介護１・２
	要介護３・４・５

	料金
	１２．０００円
	１５，５９１円



※初回加算　　　　　  　　　３，３１５円
　新規に居宅サービス計画を策定した場合
※入院時情報連携加算（Ⅰ）　２，７６２円
入院先の職員に対して利用者に関する必要な情報提供を入院した日のうちに行った場合
※入院時情報連携加算（Ⅱ）　２．２１０円
入院先の職員に対して利用者に関する必要な情報提供を入院した日の翌日又は翌々日に行った場合
※退院・退所加算（１）イ　　　　　　４，９７２円
退院又は退所に当たって利用者に関する必要な情報提供を得た上で、サービス等の利用調整を行った場合（連携１回　カンファレンス参加無）
※退院・退所加算（１）ロ　　　　　　６，６３０円
退院又は退所に当たって利用者に関する必要な情報提供を得た上で、サービス等の利用調整を行った場合（連携２回　カンファレンス参加無）
※退院・退所加算（Ⅱ）イ　　　　　　６，６３０円
退院又は退所に当たって利用者に関する必要な情報提供を得た上で、サービス等の利用調整を行った場合（連携１回　カンファレンス参加有）
※退院・退所加算（Ⅱ）ロ　　　　　　８，２８７円
退院又は退所に当たって利用者に関する必要な情報提供を得た上で、サービス等の利用調整を行った場合（連携２回　カンファレンス参加有）
※退院・退所加算（Ⅲ）　　　　　　９，９４５円
退院又は退所に当たって利用者に関する必要な情報提供を得た上で、サービス等の利用調整を行った場合（連携３回　カンファレンス参加有）
※緊急時等居宅カンファレンス加算　　　２，２１０円
病院等の職員と共に居宅を訪問し、カンファレンス（事例検討会）を行い
サービス等の利用調整を行った場合
※小規模多機能型居宅介護事業所連携加算　　　３，３１５円
　居宅サービスから小規模多機能型居宅介護の利用へと移行する際に、利用者
　に関する必要な情報を提供した場合
※看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算　　　３，３１５円
　居宅サービスから看護小規模多機能型居宅介護の利用へと移行する際に、
　利用者に関する必要な情報を提供した場合
※通院時情報連携加算（1月につき）　　　５５２円
　利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上でケアプランに記録した場合














６　サービスの利用に関する留意事項
（1） サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
　（２）介護支援専門員の交替（契約第７条参照）
	①事業者からの介護支援専門員の交替
　　　　　事業者の都合により、介護支援専門員を交替する事があります。
　　　　　介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者様に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
　　　　②ご契約者様からの交替の申し出
　　　　　選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出る事が出来ます。但し、ご契約者様から特定の介護支援専門員の指名は出来ません。
（３）ハラスメントに関する事項
　　　　ご利用者または、ご家族の非協力など双方の信頼関係を損壊する行為に、改善の見込みがない場合や、社会通念を超えたと思われる苦情やハラスメント行為などにより、当事業所及び介護支援専門員の通常の業務遂行に支障が出ていると判断した場合には、契約を解除させて頂くことがあります。

７　苦情の受付について（契約書第１７条参照）
（1） 苦情の受付
　当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。
· 苦情受付窓口　　【担当者】　　管理者　　鈴木　邦子
　○受付時間等　　　【曜日・時間】　毎週月～金曜日　　８時３０分～１７時３０分　　　　　　
【連絡先】　　　TEL　048-793-3613　 FAX　048-793-3611　
　（２）行政機関その他苦情受付機関
	さいたま市役所
健康・高齢者支援課
介護保険事業者係
	所在地　：さいたま市浦和区常盤６－４－４
電話番号：０４８－８２９－１２６５
受付時間：９時～１７時　　休日　土・日・祝日

	さいたま市岩槻区役所
高齢介護課介護保険係
	所在地　： さいたま市岩槻区本町３－２－５
電話番号：０４８－７９０－０１６９
受付時間：９時～１７時　休日　土・日・祝日

	国民健康保険団体　
連合会
	所在地　： さいたま市中央区大字下落合１７０４番　　　　　　　
電話番号：０４８－８２４－２５６８ 
受付時間：９時～１７時　　休日　土・日・祝日



８　緊急及び事故発生時の対応
　　サービスの提供により病状の急変や事故が発生した場合は、ご家族様・市町村・医療機関等へ連絡を行うなど必要な対応を講じます。

９　秘密保持
　　従業者は、正当な理由がない限りご契約者様及びご家族様その他後見人等の秘密を漏らしません。この守秘義務は契約終了後及び職員の退職後も同様です。また個人情報保護法を尊守致します。

　10　居宅介護支援に係る事業者の義務について
　　　指定居宅介護支援事業者は指定居宅介護支援の提供に際しあらかじめ
　　・複数事業所の紹介
　　　　契約者やその家族に対して、ケアプランに位置付ける居宅サービスについて、複数事業所の紹介を求める事が可能である事、当該事業所をケアプランに位置づけた理由を求める事が可能である事を説明します。

・身体的拘束等の適正化の推進の規定
　「利用者又は利用者糖の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」
　　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に一回以上開催し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
　
・高齢者虐待の防止への取り組み
　高齢者虐待の防止、早期発見に加え、虐待が発生した場合はその再発を確実に防止する為の指針を整備します。対策を検討する委員会を設置し、高齢者虐待防止への取り組みを積極的に行い研修を定期的に実施します。担当は管理者が兼務。
	虐待防止に関する担当者
	　　鈴木　邦子



・認知症に係る取り組み
　認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、認知症に関わる研修や取り組みの実施、その実施について、介護サービス情報公表制度において公表する事とします。

・BCP（業務継続計画）策定について
　自然災害、感染症対策には、BCP計画、ガイドラインに基づき、ご家族、地域、行政と協力し、ご利用者の安全の確保に努めていきます。
※非常災害時　実効性の高い対策を取ることができるよう、周辺地域において想定される、火災、震災、風水害その他の非常災害に関する計画を策定し、地域との連携に努めていきます。
※健康危機発生時　感染症対策委員会を同入所施設内で開催します。感染対策委員会では、感染症に対する予防対策を討議、検討し感染源の隔絶、除去及び感染経路の遮断に取り組み、安全な生活環境の構築に努めます。感染の状況を踏まえ、ICT機器の活用により、実行可能な支援継続を検討し、電話でのモニタリング対応やサービス担当者会議においても当該対応を実施していきます。






令和　　　年　　　　月　　　　日


居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

　　　　　　事業者　　　　医療法人社団　明雄会
　　　　　　
　　　　　　事業所　　　　埼玉県さいたま市岩槻区大字表慈恩寺５４１－１
　　　　　　　　　　　　　　エスポワール岩槻　居宅介護支援事業所
　　　　　　　　
　　　　　　　　説明者：　　介護支援専門員　　　　

　　　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　



私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護支援サービスの提供の開始に同意しました。
　
　利用者　　　　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　

　身元保証人　　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
　　　　　　　　続柄：　　　　　　　　　　　　　　　


1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
